
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
二
十
六
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に

従
事
す
る
者
を
、
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
十
六
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
、
労
働
者
を
運
搬
し
、
又
は
労

働
者
を
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
七
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
ク
レ
ー
ン

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
七
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
ク
レ
ー
ン

の
つ
り
具
に
専
用
の
と
う
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
と
う
乗
設
備
に
労
働
者
を

乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
搭
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
危
険
を
防
止

す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

搭
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

一 

と
う
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
請
負
人
に
対

し
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

四 

搭
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

三 

と
う
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と

。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 
（
立
入
禁
止
） 

第
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き

は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
横
行
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て

い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が

跳
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る

危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を

生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者

第
二
十
八
条 

事
業
者
は
、
ケ
ー
ブ
ル
ク
レ
ー
ン
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と

き
は
、
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
横
行
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ

て
い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ

が
は
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ

る
労
働
者
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、

当
該
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な



 

が
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
二
十
九
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（

第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
三
条 

事
業
者
は
、
ク
レ
ー
ン
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 
（
搭
乗
の
制
限
） 

第
七
十
二
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

作
業
に
従
事
す
る
者
を
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上

げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

第
七
十
二
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
よ
り
、
労
働
者
を
運
搬
し
、

又
は
労
働
者
を
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
七
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

第
七
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や



 

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
移
動
式
ク

レ
ー
ン
の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者

（
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及

び
当
該
請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
移
動
式
ク

レ
ー
ン
の
つ
り
具
に
専
用
の
と
う
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
と
う
乗
設
備
に
労

働
者
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
事
業
者
は
、
前
項
の
搭
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
と
う
乗
設
備
に
つ
い
て
は
、
墜
落
に
よ
る
労
働
者
の

危
険
を
防
止
す
る
た
め
次
の
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

搭
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

一 

と
う
乗
設
備
の
転
位
及
び
脱
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
請
負
人
に
対

し
、
要
求
性
能
墜
落
制
止
用
器
具
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知

さ
せ
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

四 

搭
乗
設
備
と
搭
乗
者
と
の
総
重
量
の
一
・
三
倍
に
相
当
す
る
重
量
に
五

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
え
た
値
が
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
定
格
荷
重
を

こ
え
な
い
こ
と
。 

三 

と
う
乗
設
備
と
と
う
乗
者
と
の
総
重
量
の
一
・
三
倍
に
相
当
す
る
重
量

に
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
加
え
た
値
が
、
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
定
格
荷

重
を
こ
え
な
い
こ
と
。 

五 

搭
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

四 

と
う
乗
設
備
を
下
降
さ
せ
る
と
き
は
、
動
力
下
降
の
方
法
に
よ
る
こ
と

。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
七
十
四
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
上

部
旋
回
体
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に

立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
四
条 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、

当
該
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
上
部
旋
回
体
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に

危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な

い
。 

 
 

第
七
十
四
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に

お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁

止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
四
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合

で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
つ
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
労

働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 



 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 
 

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
ジ
ブ
の
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
七
十
五
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
ジ
ブ
の
組
立
て
又
は
解

体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
五
条
の
二 

事
業
者
は
、
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
ジ
ブ
の
組
立
て
又
は
解

体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を

禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
搭
乗
の
制
限
） 

第
百
十
二
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に

従
事
す
る
者
を
、
デ
リ
ッ
ク
に
よ
り
運
搬
し
、
又
は
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。 

第
百
十
二
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
よ
り
、
労
働
者
を
運
搬
し
、
又
は
労

働
者
を
つ
り
上
げ
て
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
デ
リ
ッ
ク

の
つ
り
具
に
専
用
の
搭
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
搭
乗
設
備
に
労
働
者
（
作
業

の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
及
び
当
該

請
負
人
）
を
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
百
十
三
条 

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
業
の
性
質
上
や

む
を
得
な
い
場
合
又
は
安
全
な
作
業
の
遂
行
上
必
要
な
場
合
は
、
デ
リ
ツ
ク

の
つ
り
具
に
専
用
の
と
う
乗
設
備
を
設
け
て
当
該
と
う
乗
設
備
に
労
働
者
を

乗
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
十
四
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は
、
巻
上

げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
起
伏
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー

第
百
十
四
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ツ
ク
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き
は
、
巻

上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
若
し
く
は
起
伏
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ



 

ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又

は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防

止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
立
ち
入

る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の

他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
は
ね
、

又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具
が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者

の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
危
険

を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
百
十
五
条 
事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
者
が
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（
第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は

、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を

見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
百
十
五
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
に
係
る
作
業
を
行
う
場
合
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
つ
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
荷
（

第
六
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
つ
り
具
を
含
む
。
）
の
下
に
労
働
者
を
立
ち

入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
百
十
八
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ッ
ク
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と

き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
十
八
条 

事
業
者
は
、
デ
リ
ツ
ク
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う

と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 
三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
百
五
十
三
条 

事
業
者
は
、
屋
外
に
設
置
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
塔

第
百
五
十
三
条 

事
業
者
は
、
屋
外
に
設
置
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
昇
降
路
塔



 

又
は
ガ
イ
ド
レ
ー
ル
支
持
塔
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、

次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

又
は
ガ
イ
ド
レ
ー
ル
支
持
塔
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を
行
な
う
と
き
は

、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
と
う
乗
の
制
限
） 

第
百
八
十
六
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て

作
業
に
従
事
す
る
者
を
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を

講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
百
八
十
六
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を

行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る

お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

合
を
除
き
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
に

乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
立
入
禁
止
） 

（
立
入
禁
止
） 

第
百
八
十
七
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
う
と
き
は

、
当
該
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
が
次
の
場
所
に
立
ち
入
る
こ

と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
八
十
七
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
を
用
い
て
作
業
を
行
な
う
と
き

は
、
次
の
場
所
に
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
の
昇
降
に
よ
つ
て
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ

る
箇
所 

一 

建
設
用
リ
フ
ト
の
搬
器
の
昇
降
に
よ
つ
て
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お

そ
れ
の
あ
る
箇
所 

二 

建
設
用
リ
フ
ト
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、

二 

建
設
用
リ
フ
ト
の
巻
上
げ
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
内
角
側
で
、
当
該
ワ
イ

ヤ
ロ
ー
プ
が
通
つ
て
い
る
シ
ー
ブ
又
は
そ
の
取
付
け
部
の
破
損
に
よ
り
、



 

当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
跳
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具

が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所 

当
該
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
が
は
ね
、
又
は
当
該
シ
ー
ブ
若
し
く
は
そ
の
取
付
具

が
飛
来
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所 

 
 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

（
組
立
て
等
の
作
業
） 

第
百
九
十
一
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を

行
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
百
九
十
一
条 

事
業
者
は
、
建
設
用
リ
フ
ト
の
組
立
て
又
は
解
体
の
作
業
を

行
な
う
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
作
業
を
行
う
区
域
に
当
該
作
業
に
関
係
す
る
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り

禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所

に
表
示
す
る
こ
と
。 

二 

作
業
を
行
な
う
区
域
に
関
係
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と

を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
を
行
わ
せ
な
い
こ
と
。 

三 

強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
の
悪
天
候
の
た
め
、
作
業
の
実
施
に
つ
い
て
危

険
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
な
い
こ
と

。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

（
搭
乗
の
制
限
） 

（
と
う
乗
の
制
限
） 

第
二
百
七
条 

事
業
者
は
、
簡
易
リ
フ
ト
を
使
用
す
る
作
業
場
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
者
を
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

簡
易
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第
二
百
七
条 

事
業
者
は
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
労
働
者
を
乗
せ
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
簡
易
リ
フ
ト
の
修
理
、
調
整
、
点
検
等
の
作
業
を
行
な
う

場
合
に
お
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ

の
な
い
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

前
項
の
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
場

合
を
除
き
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗
つ
て
は
な
ら
な
い
。 
２ 

労
働
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
、
簡
易
リ
フ
ト
の
搬
器
に
乗

つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 




